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《要旨》 

 
本稿は、出産・育児期等を通じた女性の就業継続の手段として期待される在宅・SOHO

ワークについて、ヒアリング調査により、メリットとされる「家庭（特に育児）との両立」

は実態として確保されているか、また継続実施が簡単ではないとみられる中での「キャリ

ア発展」について、さらに仕事の確保難などの問題点の解決策として「グループワーク・

ワーカー登録会社」の実態と課題、の３つの視点から検討を行った。 
その結果、①育児との両立のためには育児の外部化や夫の参画が不可欠であること、②

キャリア発展は多面的な性格の在宅・SOHO ワーカーを生み出していること、③能力向上

は基本的に自助努力によるものであること、④グループワークは様々なメリットとともに

運営の不安定さを抱えていること、⑤インターネット上で会社員と同じような仕事ができ

ることをコンセプトとする登録会社の発展事例がみられること、などが明らかになった。 
女性が働き続けるためには、雇用継続のための環境がより整備されることを基本に考え

ることが必要で、その上で在宅・SOHO ワークは、家庭生活とのバランス、自分が続けた

い職種やフリーな働き方という観点から、選択肢の一つとして位置づけられるべきである。 
現行の在宅ワーク・ガイドラインは“契約主義”を規定の中心に据え、在宅ワーカーと

発注者の関係を契約単位で捉える発想を打ち出している点などが高く評価できる一方、発

注者への規制や発注者を通じた措置が中心の枠組みとなっている側面には問題がある。 
ワーカーの就業時間や健康の管理、能力開発などに関しては、本人の自己責任・自助努

力という基本方針を示し、それを発注者や行政が如何に支援していくかというワーカー側

からのアプローチの枠組みを設定していくことが必要と考えられる。またグループワーク

については、リーダーは“受注者であるとともに発注者”といった多面的な性格を持つと

ともに、リーダーとメンバーの間が場合によっては不明確な関係になるおそれがあること

を視座においた規定や支援策を検討する必要もある。 
 
 
 

（備考）本論文は、執筆者個人の責任で発表するものであり、独立行政法人 労働政策研究・研修機構と

しての見解を示すものではない。 
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１ 調査研究の目的と方法 
 
（１）目的 

育児休業制度を中核とする様々な仕事と家庭（特に育児）の両立支援策にもかかわらず、

出産・育児に直面した女性が仕事を辞める傾向に大きな変化は見られない1。退職に至る理

由は多様なものと考えられるが、彼女たちの中に就業意欲が強い者も少なくない。 
こうした中、90 年代後半からの情報化の進展やインターネットの普及に伴い、家庭、特

に育児と両立する就業形態として“在宅・SOHO ワーク”に期待が高まっている。「自宅

を中心に、ＩＴ機器を用いて、自営（請負）の形態で、自分のサービスを提供して、報酬

を受け取る」働き方である。通勤が不要で、時間に制約されずに働ける点が大きなメリッ

トとされる。 
 本稿の目的は、在宅・SOHO ワークは出産・育児期等を通じた女性の就業継続のために、

どのような意義や課題を持っているのか、そしてその意義を高め、課題を解決していくた

めにはどのような政策的な視点が必要であるのか、を検討することにある。 
具体的には、第１に在宅・SOHO ワークの大きなメリットとされる「家庭（特に育児）

との両立」は実態として確保されているのかどうかを検討する。第 2 に継続実施が簡単で

はないとみられる2在宅・SOHO ワークを「キャリア発展」の視点から検討する。第 3 に

仕事の確保難や低単価などの在宅・SOHO ワークの問題点を解決する手法として「グルー

プワークやワーカー登録会社」の実態と課題について検討する。 
 
（２）方法 
 調査は、在宅・SOHO ワーカー及びワーカーグループのリーダーやワーカー登録会社の

代表者を対象に、ホームページ情報などをベースにしつつ、電子メールや電話によるヒア

リング調査を行った。また必要に応じ、1997 年に当時の日本労働研究機構（JIL）が実施

した「情報通信機器の活用による在宅就業実態調査（個人調査）」の再集計を行った。 
ヒアリング対象者は以下に示す８人で、2003 年 11～12 月に実施し、その内容は本稿の

最後に参考資料として示している（このうち①、⑥及び⑧の対象者については、筆者は 1999
年にもヒアリングを行っており、その際の聴取結果も参考資料に含めている）。 

 
①在宅・SOHO ワーカーＡさん（千葉県） 

                                                  
1 厚生労働省大臣官房統計情報部「出生前後の就業変化に関する統計－人口動態職業・産業別統計と 21
世紀出生児縦断調査のリンケージ分析－（平成 15 年度人口動態統計特殊報告）」によると、第一子の出生

時（2001 年 1 月 10-17 日）の１年前に有職であった母の 61％が出生１年半後の時点で仕事を離れている。 

2 諏訪康雄（1997）「テレワークの現実と労働法の課題」ジュリスト 1117 号 
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②在宅・SOHO ワーカーＢさん（神奈川県） 
③在宅・SOHO ワーカーＣさん（富山県） 
④在宅・SOHO ワーカーグループＤのＥ代表（宮城県） 
⑤在宅・SOHO ワーカー企業組合ＦのＧ代表（富山県） 
⑥在宅・SOHO ワーカー登録会社（有）Ｈ社のＩ社長（北海道） 
⑦Ｈ社メンバーの在宅・SOHO ワーカーＪさん（奈良県） 
⑧在宅・SOHO ワーカー登録会社（株）Ｋ社のＬ代表（東京都） 
 

 なお、今回の研究の調査方法として、対象数が少ないながらヒアリング調査の手法を採

用した理由について言及しておきたい。 
 筆者は在宅・SOHO ワーカーについて、1997 年以来、郵送やインターネット上でのア

ンケート調査により、経年調査やパネル調査の手法も含めて、実態把握を行ってきた3。 
しかしアンケート調査では、未だ過渡的な存在で変化の激しい在宅・SOHO ワークの多

様な実態を詳らかにすることに少なからざる限界も感じられた。特に、今回のテーマであ

る女性の“就業継続”の課題には長期的な実態把握が不可欠で、個人ワーカー単位で退職、

在宅・SOHO ワークの開始、その後の展開といったプロセスを明らかにする必要があった。 
そこで、ターゲットを絞りながらもヒアリング（対象者によっては異時点での２回目の

聴取も含めた）による調査が効果的と考えた。確かに、対象数の少なさから成功事例に偏

っている側面は否定できないが、“就業継続”という視点を踏まえると、成功事例から得ら

れる論点は意味深いといえる。 
 
２ ヒアリング対象者の概要 
 １で問題設定を行った 3 つの視点（「家庭（特に育児）との両立」、「キャリア発展」、「グ

ループワークやワーカー登録会社」）からの分析に入る前に、その 3 点に対応する「退職

理由」、「ブランクと在宅・SOHO ワーク開始理由及び勤務時の職種との関係」、「グループ

ワーク実施状況や登録会社との関係」に関して、ヒアリング対象者 8 名の特徴について整

理しておこう（表 1）。 
 
（１）退職理由 
 ８人すべてが勤務経験を持っているが、うち５名が「第一子の妊娠・出産」、1 名が「長

男の健康上の理由」と、計 6 人が育児を理由に退職している。 
また残り２人のうち 1 人（Ｅさん）は「夫の転勤」などが背景となり、「第一子の妊娠・

出産」を理由とする者の内１人（Ｉさん）も「夫が転勤族」であることが絡んでおり、夫

の転勤も在宅・SOHO ワークの一因となっている状況がうかがえる。 
 
（２）ブランクと在宅・SOHO ワーク開始理由及び勤務時の職種との関連 
 退職後、在宅・SOHO ワークを開始するまでのブランクに関しては、２人は２～３年（そ

の内１人は内職などは行っていた）の一方、それ以外では最も長いケースで約８ヶ月とな

っている。また妊娠・出産退職者の中で最もブランクが短いケースは約２ヶ月である。な

お妊娠・出産が理由になっていない２人では、ブランクはない。 
 開始理由としては、以前の勤務先（での知人を含む）からの依頼・合意・発注など、以

                                                  
3 その結果は、JIL 調査研究報告書 No.113「情報通信機器の活用による在宅就業の実態と課題」(1998)、
JIL データブック「SOHO・在宅ワーク 2000」(2000)、JIL 資料シリーズ No.119「在宅ワーク発注と在

宅ワーカーの動向」(2002)などを参照。 



 4

前の勤務先が関係したケースが４人である。その他は「就業継続の希望から自分で営業」、

「マニュアル本との出会い」、「パソコン購入費の回収」など、となっている。 
 在宅・SOHO ワークの開始職種と勤務時の職種との関連については、開始までにブラン

クが１年以上の場合（２人）には「関連のない」入力の仕事を始めているが、ブランクが

無いか１年未満（６人）では、「同一」か「関連がある」仕事という特徴がみられる。 
 
表１ ヒアリング対象者の概要 
 退職理由 ブランク 在宅ワークの理

由・契機 
勤務時の職

種 
在宅ワーク 
の開始職種 

ワーカーＡさん 
（仕事によりグルー

プワークも実施） 

第一子出産 
夫婦とも残業多 

約３年 ﾊﾟｿｺﾝ購入費回収 
（人材ﾊﾞﾝｸ登録） 

ＳＥ 入力 

ワーカーＢさん 
 

第一子出産 
元々の独立志向 

約２ヶ月 以前の勤務先との

合意で登録ｽﾀｯﾌに 
調査研究職 調査研究職 

ワーカーＣさん 
（元ワーカーグルー

プ X の代表） 

第一子出産 約４ヶ月 以前の勤務先から

の依頼 
パソコンオ

ペレータ 
パソコンオ

ペレータ 

ワーカーグループＤ

（コラボレーショ

ン）のＥ代表 

転居（夫の転勤など）

への特別措置（支店で

本社の仕事）継続困難 

なし 独立（在宅勤務と

の選択）、以前の勤

務先から発注 

ＳＥ ＳＥ 

ワーカー企業組合Ｆ

の G 代表 
長男（３歳）の健

康上の理由 
２年程度 
(その間内

職は実施) 

在宅ワークマニュ

アル本との出会い 
美容部員な

ど 
入力 

ワーカー登録会社Ｈ

社のＩ社長 
第一子の妊娠 
（夫が転勤族） 

約 3 ヶ月 就業継続の希望

（営業で仕事獲

得） 

ﾊﾟｿｺﾝの商

品企画 
ライティン

グ（パソコ

ン関連） 
Ｈ社メンバーのワー

カーＪさん 
第一子の妊娠 約８ヶ月 以前の会社の知人

からの誘い 
ﾊﾟｿｺﾝｿﾌﾄの

ﾏﾆｭｱﾙ作成 
ライティン

グ（パソコ

ン関連） 
ワーカー登録会社Ｋ

社のＬ代表 
独立（パソコン会

計システム導入） 
なし （一人で処理出来

ない仕事を受注） 
会計事務 伝票入力 

 
（３）グループワーク実施状況やワーカー登録会社との関係 
 対象者８名のうち、現状では２名がワーカーグループ・企業組合の代表、１名が必要に

応じリーダーとしてグループワークを実施し、２名が登録会社の経営者、１名が登録会社

のメンバーである。また、残り２名のうち１名はグループリーダーの経験者である。 
 
３ 家庭（特に育児）との両立 
 ここから本論として、まず在宅・SOHO ワークの大きなメリットとされる「家庭（特に

育児）との両立」は実態として確保されているのかどうかを検討する。 
 
（１）育児への対応 
 先に表 1 で示したように、8 人のヒアリング対象者のうち６人が、第一子の妊娠・出産・

育児が理由で退職し、その後在宅・SOHO ワークを開始している。その６人の育児への対
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応状況を整理したのが表２である。在宅・SOHO ワーク開始までのブランクが１年未満（４

人）と１年以上（２人）に分けて検討してみよう。 
 ブランク 1 年未満の４名のうち３名は、生後 1 年程度以内に、第一子を保育園に預ける

か、ベビーシッター・保育園の一時保育を利用している。残りの１人（Ｃさん）は、第一

子が２歳になってから保育園に預けたが「仕事は夜に集中することが多く、睡眠不足で辛

かった」、「今振り返れば、出産後は少し休んでせめて子供が１歳になってから復帰しても

よかったかな、と思う」としている。 
他方、ブランク１年以上のケースでも「２人目の子供が２歳で幼稚園併設の託児室に入

ると、それまで夜中心の仕事時間であったのが、午前中にもかなり出来るようになった」

（Ａさん）など、在宅・SOHO ワークの仕事時間拡大に、保育園の利用が大きな効果を及

ぼしている状況がうかがえる。 
 こうしてみると、自宅で働くからといってそれだけで仕事と育児が両立する訳ではなく、

通勤時間が節約でき、就業時間帯の自由度が高い（これについては（３）で負の側面も検

討）点を除けば、育児期間中の就業には基本的に育児の外部化（保育園や、場合によって

はベビーシッターの利用）が必要とされることは、出勤勤務と同様と考えられる。 
 
（２）認可保育園への入園問題 
 そこで問題となるのは、認可保育園の入園に際し、出勤勤務と比較して在宅・SOHO ワ

ーカーは不利とされているのではないかという懸念である。まだ子供がいないワーカー（Ｅ

さん）からは「少子化対策の一環だと思うが、在宅勤務者が保育園利用時に不利になるこ

とがあってはいけないと思う。役所の方は在宅勤務者がいかに大変かということをきちん

と理解しておられるのか？～（中略）～もし今後子供ができたら、預けて働けるのかどう

か、“非常に”心配である」との声が聞かれた。 
それでは、ヒアリング結果からうかがえる実態（６ケースだけの状況だが）はどうかを

みてみよう。結論的には、地域や時代によって状況に違いがみられるようである。 
まず 1990 年代前半以前に出産した場合は、在宅・SOHO ワークの場合、基本的に認可保

育園への障害は大きかったとみられる。1988 年出産（東京都→神奈川県）のＢさんは、「保

育園の先生のアドバイスもあって～（中略）～保育園申請は在宅は不利とのことで、事務

所に常勤者としての勤務証明を出して貰った」という工夫で対応している。また「フリー

ランスの身では認可保育園へ預けるのも優先度が低い」ため、締め切りが迫るとベビーシ

ッターも利用していたＪさん（奈良県、1992 年妊娠退職）は、「月によっては収入の半分

以上が育児代に消えてゆく時もあり、収入面では確かに自分でも馬鹿馬鹿しいものがあっ

た」としている。ただし、Ｊさんと同じ年に妊娠退職したＨ社社長のＩさん（宮城県→北

海道）は、「長女は生後１歳３ヶ月、次女は８ヶ月、三女は６ヶ月から保育園に預けた」と

している。 
また近年になっても地域差はみられる。自身は２歳から預けたＣさん（1999 年出産、富

山県）は、「『自宅で仕事をしている』という理由から保育園に預けることができない人も

いる。地域差があると思うが、私の住む町は、保育園の空きがあったのですぐ入園できた

し、保育料も都会の方と比べれば安価らしい（以前雑誌の取材を受けたとき、羨ましがら

れた）」としている。 
こうした中、近年では、先に示した事務所に常勤者としての勤務証明を出してもらった 

Ｂさんやベビーシッターも利用していたＪさんの時代に比べると、在宅・SOHO ワークへ 
の社会的認識が出てきたと考えられるケースもみられる。「最近、Ｈ社でも東京在住のメン 
バーから、１歳児保育の申し込みに際して、初めて就労（業務委託）証明書の発行依頼の 
申し出があったと聞く。社では検討の末、発行し、その効果もあって競争率が高い中で入 
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表２ 在宅ワーカーの育児への対応 
ワーカー 
（居住地） 

退職の理由、時期、 
子どもの数 

ブランク 育児面での対応・保育園等の効果 

ワーカーＢさん 
（東京都→神奈

川県） 

第一子出産（1988） 
（元々の独立志向） 
３人 

約２ヶ月 ・保育園申請は、在宅は不利とのことで、事務

所に常勤者としての勤務証明を出して貰った。 
・出産の翌春子どもを保育園に預けることがで

きると、都内ぐらいなら出歩けるようになった。 
・夫婦二人で新生児の頃から三人を育てた。何

かあると夫が育児でも家事でも担ってくれた。 
夫が転職するとその職場の近くに転居した。 

ワーカー登録会

社Ｈ社のＩ社長 
（宮城県→北海

道） 

第一子の妊娠（1992） 
（夫が転勤族） 
３人 

約 3 ヶ月 ・在宅ワークをしながら三人の子供を育てたが、 
長女は生後１歳３ヶ月、次女は８ヶ月、三女は

６ヶ月から保育園に預けた。 
＊Ｈ社メンバー（東京都）の子どもの今年度の

保育園の入園申請に際し、社として始めて就労

（業務委託）証明書を発行した。 
ワーカーＣさん 
（富山県） 

第一子出産（1998） 
２人 

約４ヶ月 ・仕事は夜に集中することが多く、睡眠不足で

辛かった。子供は２歳になってから保育園に入

園したが、それまでの間は家で子供を見ていた。 
Ｈ社メンバーの

ワーカーＪさん 
（奈良県） 

第一子の妊娠（1992） 
２人 

約８ヶ月 ・仕事時間は主に早朝の時間帯。子どもと一緒

に寝て、午前 3 時頃に起きて行っていた。 
・双方の両親とも遠方に住んでおり、フリーラ

ンスの身では認可保育園へ預けるのも優先度が

低い。締切りが迫りどうしても昼間に仕事に集

中したい時には、ベビーシッターや無認可保育

園の一時保育を利用。ベビーシッターの方が倍

の料金だったが、保育園に預けると、その後決

まって子どもが体調を崩すので、ベビーシッタ

ーを利用することが多かった。 
ワーカー企業組

合Ｆの G 代表 
（富山県） 

長男（３歳）の健康

上の理由（1996） 
２人 

２年程度 
(その間内

職は実施) 

・美容部員として働いている間に、結婚・出産

（長男）したが、３歳までは勤め続けていた。 
・住宅ローンなど収入を得る必要が高かったた

め、在宅ワークを始める前も電子部品の組み立

ての内職など、家で働いていた。 
・98 年の春、次男（１歳）も手が離れるように

なって（保育園入園は 99 年秋）、自分のこれか

らの人生の事を考え始めた。 
ワーカーＡさん 
（千葉県） 

第一子出産（1993） 
（夫婦とも残業多） 
２人 

約３年 ・２人目の子供が２歳で幼稚園併設の託児室に

入ると、それまで夜中心の仕事時間であったの

が、午前中にもかなり出来るようになった。 
・忙しい時は子供の世話など実家の母に手伝っ

てもらうこともある。 
（資料）ヒアリング結果を要約 
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園できたようである。在宅・SOHO ワークも社会的にかなり認められて来たかと、自分の

育児時代と比較して隔世の感もある」（Ｊさん）。 
ただし、Ｊさんは「認識度が高まったにしろ、ワーカー本人が懸命にキチンとした仕事

をすることが、保育園側にとっても、また会社（発注）側にとっても重要なことだと思う」

と指摘する。また「東京に比べて、地方での在宅・SOHO ワークへの理解度はまだまだな

ので、そうした面での公的な周知に力を入れてもらいたい」とも指摘する。 
いずれにしても、大都市部を中心になお多くの待機児童が存在する状況では、まず入園

枠の拡大を図ることが基本であるが、当面は、入園申請に際して、出勤労働者と在宅・

SOHO ワーカーが就業の場所ではなく、どの程度働いているかという側面から均等に取り

扱われることが重要といえる。また、発注会社もワーカーの求めに応じて「業務委託証明

書」のようなものを交付してゆくことが求められる。 
 
（３）就業時間帯 
 次に育児との関連も踏まえながら、子供のいる女性在宅・SOHO ワーカーの就業時間帯

をみてみよう。まずＪＩＬが1997年に行ったアンケート調査結果を分析してみる（図１）。 
 全体として午後（13～17 時）と午前（８～12 時）の時間帯が各々過半数を占め、通常

の職場勤務と同様な側面がみられる一方、約４割のワーカーが夜（20～24 時）、約１割が

深夜（０～４時）に働いているという特徴がある。子供のいる女性在宅・SOHO ワーカー

には、まず育児や家事を優先し、休息や睡眠時間を削っての就業の側面が指摘できよう。 
そうした側面が特徴的なのは末子の年齢が幼いワーカーである。末子０～１歳では夜

（20～24 時）に働いているとする割合が最も多く約６割を占めている。末子２～３歳では

最も多い時間帯は午後（13～17 時）になるものの、なお過半数のワーカーが夜（20～24
時）に働いており、さらに深夜（０～４時）に働いている者の割合は約４分の１と、この

層（末子２～３歳）で最も高くなっている。一方、末子が４歳以上になると、午前（８～

12 時）と午後（13～17 時）の時間帯が各々過半数を占めるとともに、夜（20～24 時）の

就業割合は末子４～６歳では約 45％、７歳以上では約 25％と低下している。 
 なお、就業時間帯との関連で在宅・SOHO ワーカーの睡眠時間について、ヒアリング結

果からの情報を紹介しておこう。登録会社Ｈ社のメンバーを対象とした社内メールマガジ

ンでのアンケート調査によると（回答 38 名、ただし子供のいる女性とは限らない）、「５

～６時間」（48%）に「３～４時間」（13%）を加えると、「６時間以下」が約６割と短い傾

向にあるとみられる。 

図1　末子年齢別にみた女性ワーカーの就業時間帯
（２つまでのＭ.A. 上位項目）
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（資料）JIL「情報通信機器の活用による在宅就業実態調査」（1997 年）特別集計（N=134） 
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また、金曜日の夕方に仕事の依頼が来て月曜の朝までに納入という仕事も少なくない。

「オフィスワーカーが休む土日に仕事を進め、月曜に提出という日々が続くのは、疲れを

感じる」（Ｂさん）という声もある。 
 以上によると、就業が不安定で変則的な在宅・SOHO ワーカーにとって、（２）で検討

した保育園の利用に関しては、末子が３歳までの幼児期や日曜・延長保育などへのニーズ

が特に大きいものと考えられる。しかしながら、認可保育園はそうしたニーズに対する柔

軟な対応性が乏しいとも指摘される。こうした中、東京都の「認証保育所」に代表される

ように、厚生労働省の認可園より緩和された基準により、自治体の助成を受けて企業や個

人が運営を行う認可外園（いわゆる準認可園）に、利用者ニーズに対応したサービス提供

の期待が高まっている4。 
 
（４）健康管理の問題 
 就業時間が夜から深夜にわたる頻度が高く、土日就業もあり、また睡眠時間が短いとす

ると、健康管理の問題が意識されるが、在宅・SOHO ワーカーの健康診断受診状況は低い。 
 ＪＩＬ９７年調査によると、過去１年間に自分で健康診断を受けた女性ワーカーは約３

分の１にとどまっている。特に末子が６歳以下の女性は約４分の１とさらに低い。同じく

Ｈ社でのアンケート調査（回答 28 名、同じく子供のいる女性とは限らない）による健康

診断の受診状況では、「年に１度すみずみまで」（7%）は少なく、「２～３年に 1 度」（32%）

を含めても約４割で、過半数は「すでに 3 年以上未受診」（25%）、「なぜか毎年チャンスが

去る」（25%）、「受けない主義だ」（11%）となっている。 
ヒアリング結果からは「前々から思っているが、在宅勤務者は仕事で無理をすることが

多く、健康をいつの間にか害している場合も多い。会社の集団検診のような、SOHO 用健

康診断制度があれば堂々と検診にいけるし、すこしは安心して働けるのではないか？」（E
さん）という指摘もある。 
 
（５）育児における夫の役割 
  ヒアリング事例では全体として、妻の在宅・SOHO ワークに対し夫は理解があり、それ

なりの協力は行われているようであるが、基本的に育児は妻が担当という状況（それ故に

在宅・SOHO ワークを始めたともいえるが）は、雇用労働者の育児休業取得率が男性は極

めて低いことと同じ構図といえる。 
こうした中、育児は二人で行ったとするＢさんは「我が家の場合、親たちの手を借りず

に夫婦二人で新生児の頃から三人を育ててきたので、何かあると夫が育児でも家事でも担

ってくれた」、「通勤時間が長いと、いざというときに力を発揮することが難しい。夫の転

職が決まった時、私たちは迷わず彼の職場の近くに転居した」、「仕事と育児の両立という

点で『ご主人の協力は？』という質問を受けるが、この『協力』というのは全く以て違和

感のある言葉遣いである。協力というと、主体は妻ということになるが、本来、子育ては

夫婦のいずれもが主体だと考えている」、「二人で対応できた方が、家事も育児も、断然リ

スクマネジメントしやすいと感じる」と主張する。 
 また今回のヒアリング以外では、妻の勤務継続と育児のために夫が在宅ワーカーになっ

た事例もある。在宅ワーカー交流サイト「ホームオフィスナビ」では5、妻と同じ職場で働

                                                  
4 日本経済新聞（夕刊）生活欄（2004.3.12）「保育園への企業参入―自治体、認定し助成」 
5 在宅ワークの曲がり角：Part1「出産―妻が残り、夫が退職」（取材・文/下青木田鶴子、監修/龍川優） 
 http://kurashi.hi-ho.ne.jp/work/magarikado/index01.html 
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いていた夫が、妻の育児負担の大きさと彼女が仕事をしている時の溌剌さを実感し、自分

の育児参画時間確保のため、２回の転職という試行錯誤を経て、結局プログラマーとして

独立し在宅ワーカーになって、家事・育児を妻と分担しているケースが紹介されている。 
どちらのケースも、在宅・SOHO ワークは育児を女性（妻）だけの負担とするための手

段であってはならないこと、を意味している。 
 
（６）夫の転勤 
 出産・育児の他に、結婚した女性が雇用継続を欲しながらも、勤務先を退職し在宅・

SOHO ワークを選択する理由の一つとして、「夫の転勤」が挙げられる。今回のヒアリン

グ事例ではＥさんとＩさんがこのケースに該当するが、二人の場合、勤務先も彼女たちの

雇用継続にかなりの努力を払ったといえる。 
「転勤族の夫と結婚することになったが、何らかの形で是非仕事を続けたかった」とす

るＩさん（パソコンの商品企画職）の場合、「結婚当初いきなり夫は転勤し、半年間単身赴

任となった。そのときは、勤務していた会社が夫の勤務地にある支店に転勤させてくれた。

しかし、結局妊娠を契機に退職した」という経過を辿った。 
Ｅさん（ＳＥ職）の場合は、東京本社に勤務後「家の事情で一時退社して帰郷（新潟） 

後、パート社員として復帰し、夫の転勤で仙台へ転居後もパート社員として勤務を続けた」。 
「在宅勤務の期間（新潟での約１年半）と、自宅と比べて本社とのネットワーク環境がよ 
い営業所に席を作ってもらった期間（新潟＋仙台で約２年半）がある。在宅でも、営業所 
でも、本社の各種開発業務をしていた」が、「会社側の都合で仙台営業所に席をおけなくな 
った。在宅勤務に戻ってもよかったのだが、私としては『会社の業務だけでなく、別の仕 
事もやってみたかった』ということもあって、その旨を上司に話したところ、独立を勧め 
られた」というプロセスであった。 
Ｅさんの場合、在宅勤務や営業所の利用といったかなり柔軟な対応が図られていたよう

であるが、「当時はまだ SOHO いう勤務体系が整っていなかったため、この制度は（たぶ

ん）会社側で事前に制度化されていたものではなく、私の上司が会社に掛け合って実現し

たものらし」く、本人の高い能力とそれに対する上司の評価を背景とした人事面での特例

措置で、制度に基づかない属人的なケースといえる。  
いずれにしても支店転勤にしろ、在宅勤務にしろ、夫の勤務地が転々とすると（実際Ｉ

さんの夫は「その後全国を何度も転勤し、現在は北海道の道東に住んでいる」）、妻の勤務

先の配慮にかかわらず（上司の異動などの可能性もあるし）、雇用継続の限界は大きくなる

と考えられる。 
この点、本人たちからは「在宅ワークには、何度夫の転勤があっても同じ仕事を継続で

きるというメリットがある」（Ｉさん）、「“SOHO”という働き方は、家族を持つものにと

っては、場合によっては非常にありがたい勤務体系だと思う。私もそうだが、仕事を続け

ていくにはこれしか選択の余地がないのである」（Ｅさん）という評価がなされる。 
ただし、その後Ｉさんが立ち上げ、発展させたワーカー登録会社が「会社で働き続けた 

かった人たちを対象とし、インターネット上で会社員と同じような仕事が出来る」ことを 
キー・コンセプトとしていることは、一方では女性の在宅・SOHO ワーカーにとって雇用

継続（組織の一員として働く）ニーズが高いことを意味している。 
 

４ キャリア発展 
 次に、女性の在宅・SOHO ワーカーがどのようなプロセスを経て、その職業キャリアを

発展させているかをみることにより、キャリア発展パターンの類型化を試みてみたい。 
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（１） 勤務時職種との関連性 
 まず、在宅・SOHO ワークを開始した職種と勤務時の職種との関係を、在宅・SOHO
ワークの実施理由別にみたのが図２である。 
出産・育児や夫の転勤など家庭の事情により勤務を辞めた後に開始したケースでは５人

のうち４人が、職種が「異なる」か、またはせいぜい「関連ある」状況となっている。 
 
図２ 勤務時職種との関連 

在宅ワークの開始理由  
独立 両面的 出産・育児、 

夫の転勤 
同じ 
 

（Ｌさん） Ｂさん、Ｅさん 
（以前の勤務先 

Ｃさん 
から受注） 

関連 
ある 

 
 

 
 

Ｉさん、Ｊさん 
 

職

種

の 
異

同 異なる   Ａさん、Ｇさん 

（資料）ヒアリング結果から要約 
 
その中で１人だけ「同じ」職種（Ｃさん・パソコンオペレータ）なのは、以前の勤務先

から仕事を依頼されたケースである。また、同じく出産・育児や夫の転勤など家庭の事情

による退職であっても、自発的な独立の側面も併せ持っていたケース（Ｂさん・調査研究

職、Ｅさん・ＳＥ職）では「同じ」職種を継続しており、この２人も以前の勤務先からの

発注を受けて在宅・SOHO ワークを開始している。 
以上から、在宅・SOHO ワークにおいて勤務時の職種を継続することには、以前の勤務

先から発注を受けることが大きな役割を果たしていることがうかがえる。そして、この傾

向は「JIL1997 年調査」の分析結果からも確認できる。それは、子供のいる女性が在宅・

SOHO ワークを開始するに当たり、どんなルートで最初の仕事を獲得したか（単数回答）

別に、勤務時の職種との関連をみたものである（図３）。 
 

図３　最初の仕事獲得ルート別にみた勤務時職種との関連
（子供のいる女性、上位ルート）
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（資料）JIL「情報通信機器の活用による在宅就業実態調査」（1997 年）特別集計（N=134） 
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  務時の職種と「同一・ほぼ同じ」または「関連が深い」とする者の割合は、全体では   

約４割にとどまるが、最初の仕事獲得ルートが「以前の勤め先」である場合はそれらの割

合は約 85％と大半を占める。特に過半数が「同一・ほぼ同じ」としている。また、獲得ル

ートが「以前の勤め先の知人」である場合も半数が「同一・ほぼ同じ」または「関連が深

い」に該当している。 
 
（２）雇用継続・復帰の選択肢 
 （１）でみたように、在宅・SOHO ワーカーにとって以前の勤務先からの受注が、職業

キャリアの継続発展に資する傾向が見出せる。同時にこのことからは、それならば何故、

外注ではなく在宅勤務で雇用継続が図れないのか、あるいは育児期のみは外注とし、その

後は再び雇用労働者として復帰する道が歩めないのかという疑問点が浮かび上がって来る。

次にこの観点から、ヒアリング事例について検討してみよう。 
 まず、第一子の出産時に「企業の側との合意の上で雇用契約を解消し、プロジェクトご

とに仕事を請け負う在宅ワーカーとなった」Ｂさんは、「育児休業制度はまだなかったが、

３年経ったら正規職員に戻る約束をしていたものの、結果的にはそのような形で復帰する

ことはなかった」としている。その背景と考えられるのは「在職中から正規職員にこだわ

ってはいなかった。～（略）～自分のテーマやライフステージに応じて働き方や所属を変

えるのは当たり前という意識だった。私の場合、就職したその時からすでに、『仕事ができ

るようになったらフリーになろう』という気持ちがあったように記憶している」、「『フリー

になれるくらいの実力がついたら、結婚して子どもをもとう』とも決めていた」とするＢ

さんの仕事や組織に対する考え方である。これには調査研究という専門職の性格も影響し

ているとみられる。 
Ｅさんの場合は、在宅勤務や営業所に席を確保してもらう形でパート社員として本社の

仕事を続けていたが、営業所での席の確保が難しくなった。「在宅勤務に戻ってもよかった

のだが、私としては『会社の業務だけでなく、別の仕事もやってみたかった』ということ

もあって、その旨を上司に話したところ、独立を勧められ」、「悩んだが、独立を選んだ。

どうしても会社にいたいわけではなかったので（今となっては不況だし、会社に残ってい

たほうが苦労はしなかったとは思うが・・・でも後悔はしてない）」、現在「いろいろなお

客様と仕事するのも楽しい」としている。B さんのように“計画的”ではないにしても、

本社から離れて同一のクライアントだけを対象とした仕事を続ける内に、組織に属するこ

とより多様な仕事やクライアントを求める独立の意識が芽生えてきたとも考えられよう。

ＥさんもＳＥという専門職である。 
 この２つの事例からは、専門職の場合には、それまでの勤務キャリアを活かしつつ、仮

に勤務復帰や継続が可能であっても、組織への帰属にこだわらず仕事内容などを優先でき

るワークスタイルを求めて、在宅・SOHO ワークが選択されている側面がうかがえる。 
ただし、B さんは元来の独立志向、E さんは家庭の事情や夫の転勤で転居が重なる、な

どの特別な事情が存在していたともいえる。このため、独立志向や転居などの特別な事情

や専門職といった条件が存在しなければ、女性の勤務・就業継続にとって、育児期間に対

応した在宅勤務制度や再雇用を前提にした在宅ワーク制度が意味を持つものであることを

否定することは出来ないであろう。 
J さんは、「私は『産後、完璧な仕事が出来ないのなら』という考えで、妊娠中に退職し

たが（もちろん後悔はしていないが、後輩の女性社員の方々のことを考えると、よくない

前例の一つを残したという思いもある）、育児期間中は職場の目や声はなるべく気にせず、

育児休業などの支援制度も大いに活用しながら、とにかく会社員として働き続けることを
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含めて、働き方の選択の幅をより広く考えることが重要と考えている」と指摘している。 
この“育児休業などの支援制度”の一環として、育児期の在宅勤務制度6,7や（B さんが会

社と約束していたような）再雇用を前提にした在宅ワークを制度として位置づけていくこ

とが必要と考えられる。 
 
（３）開始後のキャリア発展と“ワーク・ポジション” 
次に、在宅・SOHO ワーク開始後のキャリア発展の状況を検討してみよう。後に示す表

３は各ヒアリング対象者について、そのキャリア発展の段階を３段階、すなわち第１に「開

始・助走期」、第２に「展開・模索期」、第３に「現状」に分けて整理し、あわせて「今後

の方向など」も加えたものである。 
ここで表３の検討に入る前に、自営業者としての性格を“ワーク・ポジション”と呼ん

でタイプ分けする考え方について説明しておく必要がある。在宅・SOHO ワーカーは基本

的には個人自営業主であると考えられるが、実態的には多面的な性格を持つ。仕事の受発

注に関して“対発注者”と“対他の在宅・SOHO ワーカー”との関係を想定してみると、

図４に示すように「２以上の発注者から受注しているかどうか」、また「自分が受注した仕

事を他のワーカーに発注しているかどうか」により、基本的に４つのタイプが描ける。 
１発注者から受注し自分で仕事をこなす「依存型」、２社以上の発注者から受注し自分で

仕事をこなす「フリーエージェント型」、１発注者から受注し他のワーカーとグループで仕

事をこなす「（１社依存）グループ・リーダー型」、そして２社以上の発注者から受注し他

のワーカーとグループで仕事をこなす「グループ・リーダー型」（このタイプからは、グル

ープワークが発展し法人化して、ワーカー登録会社となるケースもある。これを「組織マ

ネジメント型」と呼ぶ）である。 
 
図４ 在宅・SOHO ワーカーの対“発注者”と対“他のワーカー”との関係 

対“発注者”  
１社    ２社以上 

発注 
なし 

（１社）依存 フリーエージェント 

グループ・リーダー 

 
対“他の 
ワーカー” 

 
発注 
あり 

＊（１社依存）グループ・ 
リーダー 組織マネジメント型 

 
さて表３に戻って、ヒアリング対象８人のキャリア発展による「現状」に「今後の方向」

を加味し、そのワーク・ポジションを判定してみると、「依存型」、「フリーエージェント型」、

「グループリーダー型」、そして「組織マネジメント型」の４つのタイプが見出せた（図４

で、理念的には１社依存グループ・リーダーも想定されたが、グループワークの主要な目

的が仕事の安定的な受注にあると考えれば、少ない事例にしろ、このタイプが見られなか

ったことは、それなりに納得性があろう）。 

                                                  
6 日本 IBM(株)では 2001 年 12 月から全社を対象に e-work 制度を導入し、一定の条件に該当する社員に

１日の勤務時間の全部または一部について自宅で勤務することを認めている。2002 年 5 月現在で育児を

取得理由とする適用社員は女性 113 人、男性 23 人となっている。（堀眞由美「テレワーク社会と女性の

就業」(2003)中央大学出版部 P72-73 より）  
7 厚生労働省は 2004 年 3 月に「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイド

ライン」を策定した。これを機に雇用継続の選択肢として育児期の在宅勤務が普及することが期待される。 
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表３ 在宅・SOHO ワーカーの開始後のキャリア 
 ワーカー 開始・助走 展開・模索 現状 今後の方向など 
依 
存 
型 

Ｈ社メンバ

ーのワーカ

ーＪさん 

・以前の勤務先

の知人からラ

イティングの

仕事の誘い 

・パソコン関連以外

にも執筆分野を拡大 
・チームのチー

フ（リーダー役） 
・人事の仕事も 

（私のケースは幸

運で、勤務継続も含

めた選択肢が必要） 

ワーカー 
Ａさん 

・登録会社等を

通じ、入力業務

で助走期間 

・Web 作成、アプリ

開発などを開始 
・受注が大量化傾向

にある入力系業務で

はｸﾞﾙｰﾌﾟﾘｰﾀﾞｰ役も 

・アプリ開発増

加（前職の SE 経

験活かしたい、

入力だけではや

ってゆけない） 

・起業は考えない 
・何時でも仕事から

離れられる状態を

維持（親の介護等へ

の備え） 
ワーカー 
Ｂさん 
 

・以前の勤務先

からｱ ｲ ﾃ ﾞ ｱ出

し、調査分析な

どﾊﾟｰﾂ的仕事

の発注 

・バブル崩壊で以前

勤務先の地域調査が

減り、福祉・環境関

連など受注先が増え

フリー化 

・勤務経験や仕

事仲間のいるｼﾝ

ｸﾀﾝｸから1～2年

単位の調査研究

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを受注 

・法人化も考えない

こともないが、あく

までテーマ主体に

個人のﾌﾘｰｴｰｼﾞｪﾝﾄ

を続けたい 

フ 
リ 
エ 
｜ 
ジ 
ェ 
ン 
ト 
型 

ワーカー 
Ｃさん 
 

・以前の勤務先

からﾊﾟｿｺﾝｵﾍﾟﾚ

ｰﾀｰの仕事依頼 
・半年で終了後

は営業の開始 

・HP によるﾜｰｶｰ間の

交流からﾊﾟｿｺﾝ関連

業務のｸﾞﾙｰﾌﾟ結成 
・運営問題や家庭事

情から２年で解散 

・個人でｲﾝｽﾄﾗｸﾀ

ｰ業務に従事 
・「在宅ﾜｰｶｰ」か

ら「一事業者」

になったと思う 

・子供も成長し仕事

への欲も出てきた。 
・土日や夜間でも受

注してゆきたいと

思っている。 
グループ 
ＤのＥ代表 

・以前の勤務先

から独立し、SE
の仕事を受注 
・発注は 1年で、

営業が必要に 

・SOHO 仲間で入力

系ﾒﾝﾊﾞｰも含めたｸﾞﾙ

ｰﾌﾟを結成したが、考

え方の違いから 3 ヶ

月で一旦解消 

・ｼｽﾃﾑ系＋WEB
ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ＋営業

代行のｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮ

ﾝとして再出発 

・ｼｽﾃﾑ系ﾒﾝﾊﾞｰを増

やしたいが難しい 
・法人化の予定は今

のところなし 

グ 
ル 
｜ 
プ 
リ 
｜ 
ダ 
｜ 
型 

ワーカー企

業組合Ｆの

G 代表 

・ﾏﾆｭｱﾙ本と出

会い入力系資

格の猛勉強 
・電話・飛込み

で営業活動 

・受注が増えると、

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ、SOHO ｸﾞ

ﾙｰﾌﾟへと発展 
・当初ﾒﾝﾊﾞｰに絞り込

み、企業組合化 

・5 人のﾒﾝﾊﾞｰで

入力系,ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
業務などを受注 
・ｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰなど

非在宅業務増加 

・入力業務の減少な

ど仕事確保が課題 
・ﾊﾟｿｺﾝは誰でも使

える時代、提案型の

営業が必要かも 
在宅ワーカ

ー登録会社

Ｈ社のＩ社

長 

・勤務活かした

ﾊﾟｿｺﾝﾗｲﾀｰの仕

事、営業で獲得 
・多忙時,昔の職

場仲間に依頼 

・ﾁｰﾑ単位での効率的

な業務遂行を行うﾁｰ

ﾑ SOHO のｺﾝｾﾌﾟﾄ 
・自分での仕事を減

らし大きな単位の仕

事を受注、法人化 

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上で会

社員と同じ様な

仕事が出来る”ﾈｯ
ﾄｵﾌｨｽ”というｺﾝｾ

ﾌﾟﾄで SOHO を

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ業務、ｺﾐｭ

ﾆｹｰｼｮﾝ業務の一層

の展開 
・ローカルオフィス

の全国展開化 

組 
織 
マ 
ネ 
ジ 
メ 
ン 
ト 
型 

ワーカー登

録会社 K 社

の L 代表 

・ﾌﾘｰの仕事で

大量の入力処

理を請け負う。 
・ｻｲﾄで求人募

集し、事業化 

・ｺｱﾒﾝﾊﾞｰは営業、登

録者との連絡、管理

等 4～5 人。仕事は

10～15人程度のﾘｰﾀﾞ

ｰ中心にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄで 

・営業代行が２

名増えた。 
・ﾘｰﾀﾞｰは複数の

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄを兼任

する傾向 

・営業の育成に力を

入れている。 
・営業面で個人代理

店的な人を組織化

してゆきたい 
（資料）ヒアリング結果を要約 
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表３に沿って再度説明すると、「依存型」とは１社（１発注者）からのみ仕事を受注して 
いるワーカーを意味し、その発注者へ経済的に依存・従属性している状況にあるといえる

（８人のヒアリング対象者の内、直接的にはＪさん１人だけが該当するが、間接的にはワ

ーカーグループのリーダー以外のメンバーや、ワーカー登録会社の登録メンバー（すべて

ではないが）なども、このタイプに含まれる）。次に「フリーエージェント型」とは複数の

発注者と関係を持ちながら、基本的に個人で仕事を行っているタイプである。また「グル

ープリーダー型」とは仲間のワーカーとグループを結成し、自分が中心に営業活動を行い

つつ、他のグループメンバーと役割分担を行って仕事を行っているタイプである。「組織マ

ネジメント型」とは、グループワークを発展させ、メンバーを増やし組織も法人化して、

自分は営業や管理などメンバーをマネジメントする立場に至っているタイプである。 
 
①「依存型」 
表３により各タイプの在宅・SOHO ワーカーのキャリア発展プロセスをみると、「依存 

型」ワーカーと他のタイプとの違いのポイントは、基本的に営業活動や仕事仲間のルート 
などにより複数のクライアントを得られるかどうかにある。営業力や仕事仲間のネットワ 
ークを持たないワーカーは、特定企業やグループリーダー、登録会社など１つの発注者か 
らの仕事だけに依存することになる。そして１発注者への依存は仕事の不安定性を含む。 
かつてＣさんがリーダーを務めていたグループの場合、グループ解散に至ったメンバー

の事情の一つが「収入にムラがあり、生活が安定しない（１ヶ月必ず約束された報酬がな

いので不安定）」ことにあった。以前の勤め先からの仕事だけで在宅・SOHO ワークを継

続してゆくケースも存在するが、長期継続が難しい傾向もうかがえる8。 
もっとも、Ｊさんが属するワーカー登録会社Ｈ社の場合には「登録メンバーに仕事量に

関しての不満はない。むしろ受注が好調で、仕事の多さを感じているぐらいではないかと

思う。他のグループなどにも参加してそちらの仕事も行うことを禁じてはいない。ただ、

そんな余裕はないと思う」としており、複数のクライアントを持つ必要がないといったケ

ースもあり得る。 
②「フリーエージェント型」と「グループリーダー型・組織マネジメント型」 
次に、「フリーエージェント型」と「グループリーダー型・組織マネジメント型」の違い

は、一人ではこなせない仕事量の受注や複数職種の人材を必要とするといった仕事の性格

とともに、他のメンバーのための仕事確保や管理の役割を引き受ける心構えがあるかどう

か、また事業化の意欲があるかどうか、という点にある。 
なお、Ａさんは「以前はメンバーの管理が面倒なため、グループワークはほとんど行っ

ていなかった」が、「恒常的ではなく大きな仕事が入った際にだけ」という限定付きで、「最

近は、子供の幼稚園や学校を通じて知り合った方や、在宅ワークの交流会で出会った方の

中で能力・責任感等の信頼の置ける人をメンバーとしてグループワークを行うようになっ

ている」と、柔軟な形で対応している。 
 また、「組織（あるいは法人）」のために働くのか、「個人」として働くのか、という“働

くこと”に対するスタンスの違いも影響している。同じくＡさんは「子供がもう少し大き

くなったら働きに出たいというより、その頃は逆に両親の介護の問題が出てくるかもしれ

ない。そのため、いつでも仕事がやめられる状態＆仕事が引き継げる状態を維持している。

                                                  
8 「JIL97 年調査」特別集計（N=103）によると、調査時に“１社依存”であった子供のいる女性ワーカ

ーのうち「以前の勤め先から」の仕事で在宅・SOHO ワークを始めた者は 16％にとどまる（最も多いの

は「以前の勤め先以外の知人の紹介」の 25％）。「以前の勤め先から」の仕事で開始した者の割合は継続

期間による違いも大きく、３年未満では 26％であるのが、５年以上では９％へと低下する。 
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起業を勧められることもあるが、先の理由によりまったく考えにない」とする。また B さ

んも「最近、経営のことまで考えながら仕事できるかどうか、具体的に自問自答してみる

いい機会があった。『組織のためでなく、テーマのために働く』ことに慣れてしまった私に

は、無理だという結論に達した」としている。 
最後に「組織マネジメント型」は２例とも、グループワークを経由して発展してきてい

るが、それとの違いは、要するに、代表者の事業家意識の有無にあるといえる。 
 
（４）職業スキルのレベルアップ・拡大への取り組み 
 ワーク・ポジションという見方をもとに、（３）でまずキャリア発展モデルを考察したこ

ととは順序が逆になるが、彼女たちが現在のポジションを得るまでにどのようにして職業

スキルのレベルアップと拡大を図って来たかをみておこう（ただし経営マネジメント型は

割愛）。結論を先取りすると、成功事例中心の対象数が少ないヒアリングという性格もある

が、各対象者共通に勤務経験をベースとした積極的な自己研鑽という特徴が指摘できる。 
 
①開始前の猛勉強 
 在宅・SOHO ワークを開始にあたり猛勉強したのが＜Ｇさん＞である。入力の仕事を目

ざして「何の資格もない私は『とにかく資格を持とう』と決めた。目標は日商ワープロ検

定３級、一太郎検定３級、そして出来たら２級も。毎日朝は５時から夜は 12 時までキー

ボードを打つ日が続いた。７月が全受験の月で、キーボードを打つ手が震えたがなんとか

全て終わった。結果発表では、何と全て合格した」。ただし、ＯＡ機器の販売会社でのイン

ストラクター的な仕事、化粧品販売会社で美容部員として身につけた接客業のノウハウな

ど、どの仕事も SOHO や組合運営などに役立っているとし、勤務経験も活かされている。

また「パソコンは誰もが使えるように普及してしまった。新しい仕事の提案型の営業が必

要かも、と考えている」として、今後は企画力の必要性も指摘している。 
②勤務時職種への復帰アプローチ 
 期間をかけて勤務時関連の職種を行うようになったのは＜Ａさん＞である。勤務時はＳ

Ｅ職であったが、出産退職から在宅・SOHO ワークの開始までに約３年のブランクがあっ

たこともあり、まず助走的に登録会社などを通じて入力の仕事から始めた。その後、Web
作成業務を始めたり、インストラクター・ＩＴサポート業務が増えた他、アプリケーショ

ン開発の技術も仕事を通じて身につけて行き、現在はＳＥ経験が活かせるアプリケーショ

ン開発の仕事が中心となっている。 
Ａさんのようにブランクがあっても本人の努力次第で、勤務経験を活かせる仕事が出来

るようになる可能性を、Ｃさんも次のように指摘している。出産後４ヶ月で在宅・SOHO
ワークを始めたが、「あの頃の自分は『身につけたスキルを生かしたい』、『世の中と繋がっ

ていたい』という思いが強かったようだ。今振り返れば、出産後は少し休んでせめて子供

が１歳になってから復帰してもよかったかな、と思う（現在が忙しいのでそう思うのかも

しれないが…）」、「スキルのある方、向上心のある方は、１～２年くらい休んでも、すぐ元

に戻れると思うので、お子さんが小さいうちは一緒に居て、自分ものんびりゆったり過ご

してから仕事復帰するのも、一つの方法だと思う（人生、仕事がすべてじゃないから）」。 
③勤務時から独学 
その＜Ｃさん＞は、勤務時から自己努力でスキルを身につけている。「Ｗｏｒｄ、Ｅｘｃ

ｅｌやＷEB 製作のスキルは勤務している間に身につけた。ただし、社内では皆自分のこ

とで精一杯なので、誰も教えてはくれない。必要に迫られ、ひたすらマニュアルとにらめ

っこで覚えていった」、「Ａｃｃｅｓｓも退職後の独学である。よほどのことがない限り他

の人を頼ったことがなかったので、独学で勉強することはさほど苦にならない。ソフトの
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バージョンがアップすれば追加された機能をチェックしおぼえなくてはいけない。今のス

キルで満足していてはいけないなぁ…と常に思っている」、「インストラクターとしてのス

キルは、技術面では雑誌等のビジネスアプリケーション特集に目を通すようにしている。

今まで使ったことがないテクニックが紹介されていて、とても勉強になる。あとは資格取

得を目指している」としている。また「県の外郭団体等には企画書を持って営業している。

世の中にインストラクターは掃いて捨てるほどいるし、パソコン講座も沢山開催されてい

る。この世界で生き残っていくためには『やはり企画力だなぁ…』と思う」ともしている。 
④自分の興味ある分野への先行投資 
自らの考えによる先行投資的な取り組みが仕事範囲拡大の効果を生んだのが＜Ｂさん＞

である。勤務時代から「環境や福祉をテーマとする地域計画の仕事がしたい」と思ってい

たが、当時は観光振興に関わる仕事が増えていた時代だった。「在宅化してしばらくは、リ

ゾート計画などに関わる仕事があったが、バブル経済崩壊の翌年ごろからその種の仕事が

激減した」。「在宅後、福祉ボランティア活動を取り入れてきた経験が、福祉関係の調査に

役立った。それまでオカネにならないと言われていた福祉や環境をテーマとする仕事が逆

に仕事を生みはじめていた。『子どもを保育園に預けて、テレビゲーム（パソコンに向かっ

ていたので誤解されたらしい）やボランティアをしている』と言われても、『これが私のイ

ンプットとアウトプットのやり方』と自分に言いきかせ、仕事の分野を広げてきたと自負

している。誰も助言してくれるものでもない。プロとして生き延びるには、自ら強い意志

を持ち続けるしかないと実感した頃だった」としている。 
⑤勤務時スキルをベースに発展 
勤務時のスキルを順調に拡大させているようにみられるのがＳＥ職の＜Ｅさん＞である。

「プログラミング言語に関しては、独立時にほぼ身につけていた。しかし、サーバー管理

やネットワーク知識など、会社内で他の方にお願いしていたことも自分でやらなくてはな

らなくなったため、それらの知識は業務と平行して勉強している」。こうしたＥさんでも「た

だ、やはり悩みとしては時間が足らないことである」としている。また営業面に関しては

「東北地区において特に顕著なのは、デザイン系での値崩れである。ＷＥＢデザインだけ

ではとてもやってゆけないと思う。そういった点でも、システム系と組むと大きな案件を

提案でき、単価も上げられるので、ＷＥＢデザイナーさんからはよく声がかかる」とする。 
⑥登録会社の発展とともにスキルアップ  
組織人的にスキルを身につけて来ているのは、登録会社Ｈ社のメンバー＜Ｊさん＞であ

る。ソフトのマニュアル作成などの勤務時経験をベースに、パソコン関連のライティング

から在宅・SOHO ワークを開始し、徐々にパソコン関連以外にも執筆分野を拡げて来た。

またＨ社ではチーム方式で仕事を行うため、案件によってはリーダー役であるチーフを務

めている。さらにＨ社は後にみるように、インターネット上にネットオフィスという実在

の会社と同じような組織を構築しており、その人事部の仕事（メンバー登録希望者の選考

など）も行うようになっている。 
 
 以上を概観すると、パソコン・インターネットの普及とともに拡大してきた在宅・SOHO
ワークも、職場の誰でもが使いこなせるような一般的なソフトが普及してきた今日におい

ては、単にパソコンができることだけではあまり仕事にならない時代になりつつあるとみ

られる。在宅・SOHO ワーカーがプロとして生き残るには、アプリケーション開発のよう

な技術を身につけたり、入力系やインストラクター系では企画提案型の営業が出来ること、

また、例えばシステム系＋ＷＥＢデザイン系のように異なった職種人材を組み合わせるこ

と（コラボレーション）、さらに次の時代を読んだテーマをスキルとして先行的に仕込んで

おくこと、などの能力が求められている。 
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（５）キャリア発展モデルの意味 
 以上みてきた在宅・SOHO ワーカーのキャリア発展や職業スキルのレベルアップ・拡大

の実態は、女性の就業継続という観点からはどのような意味を持っているのであろう。 
 まず第１に指摘できるのは、在宅・SOHO ワークという就業スタイルが、出産・育児や

夫の転勤などの事情で退社を余儀なくされるか、選択する女性労働者にブランクを置かず

に就業を継続し（もちろん育児に専念する期間を置くことも可能だが）、キャリアを発展さ

せる機会を提供する可能性を示していることである。 
もちろん、勤務時に IT 関連の専門職であったか、パソコン関連職種に強い興味・意欲

を持つ者であること、職業スキルは基本的に自助努力により獲得する意思を持っているこ

と、保育園や夫の関与など育児面でのサポートが得られること、などの条件が前提となる。 
 第２に指摘できるのは、在宅・SOHO ワーカーは極めて多面的な性格を持ったワーカー

集団であるということである。在宅・SOHO ワークは基本的には自分で仕事を確保する個

人自営業の性格が強いが、営業能力や管理能力に秀でたワーカーはグループワークのリー

ダーや、場合によっては登録会社の経営者に成長するケースも有りうることを示している。

このことは逆にみれば、ワーカーグループや登録会社にメンバーとして加わることにより、

自分では仕事確保を行わなくても在宅・SOHO ワークを行うことが可能となる。 
第３は、この在宅・SOHO ワーカーの多面性が、労働政策の観点からは微妙な問題をは

らんでいることである。すなわちどの範囲のワーカーを労働政策の対象と設定してゆくか

という問題である。この点に関しては、特に受注者にして発注者でもあるグループワーク

のリーダーをどう捉えるかといった疑問点が浮かぶ。またグループワークを出発点とする

登録会社はどういう方向性を持った発展をしているのだろうか。 
そこで、次にグループワークとワーカー登録会社の実態について、さらにヒアリング事

例を検討していきたい。 
 
５ グループワークやワーカー登録会社 
在宅・SOHO ワーカーにとって大きな課題である仕事量の変化や大規模な仕事の受注、

また受注単価の向上などに対応する手法として、グループワーク9やその発展形態である登

録会社が注目される。ヒアリング結果からその実態を検討する。 
 
（１）グループワークとコラボレーション 
 
①グループワークの開始 
 グループワークが始まるパターンとしては、第１に仕事獲得に長けた在宅・SOHO ワー

カーが自分個人の手に余る仕事を受注するようになって他のワーカーの手を借りるケース

と、第２にワーカー同士の交流の中で自然的に生まれてくるケースとがある。 
 第１のケースにはＡさん（非恒常的）、Ｇさん、Ｉさん、Ｌさんの事例が当たる。Ａさん

は「子供の幼稚園や学校を通じて知り合った方や、在宅ワークの交流会で出会った方の中

で能力・責任感等の信頼の置ける人をメンバー」とし、Ｇさんは「同じ幼稚園に子供をあ

ずけている母親友達に声をかけて手伝ってもらうようになり、最初にその人達と４人のグ 
ループを結成した」とする。またＩさんは「昔の職場仲間にメールでサポートをお願いす 
るようになった。彼女たちは皆優秀で仕事もしっかりしており、また何より仕事をやりた 

                                                  
9 地域におけるグループ化の機能については、既に 1980 年代半ばの在宅ワーク萌芽期に、平田周一・仁

田道夫「在宅勤務―萌芽期における実態」『日本労働協会雑誌』（1985.11）が指摘している。 
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がっていた」とする。３人とも私生活や職場でのコネクションをベースにした信頼性を前 
提にメンバーを集めている。一方、Ｌさんは「情報交流サイトの掲示板に求人を出して手

伝ってくれる人を集めた」とし、その関係は継続性を前提とはしていなかった。 
 そして、この第１のケースは、概ねその後も順調で、Ａさんは非恒常的ながら安定した 
関係を継続し、またＩさん、Ｌさんの場合は、事業化（会社化）へと発展している（この 
２社については、（２）で登録会社として検討する）。ただしＧさんの場合は、「その後、仲 
間をもっと増やして情報交換やお互いに安定した仕事ができるようにと思」って、人数を 
増やしてグループを結成したことが、その後の模索期をもたらしたともみられる（なお、 
Ｇさんの場合、現状では企業組合の代表であるが、その実態はグループワーク的色彩が濃 
いので、グループワーク事例として検討する）。 
 続いて第２のケースにはＣさん、Ｅさんが該当する。Ｃさんが SOHO のホームページ 
を作ると、SOHO 仲間との交流や仕事情報の交換が始まり、メーリングリストを作って交 
流するうち、「会って仕事を回し会う関係となって、女性５人でグループを結成した」とす 
る。またＥさんは「１人では営業力もないし、もともと生まれ育った土地でもないので縁 
故もない。途方にくれていたところだったが、セミナーなどで数人の方と出会い、意見の 
一致を感じてグループを結成した」とする。こうしてワーカー同士の交流の中から生まれ 
たグループであるが、ワーカーとしての交流だけでは信頼関係の形成が足らないのか、（Ｇ 
さんのケースを含め）次にみるように職種の組み合わせ、個人の事情、またメンバーの姿 
勢などでグループ活動の模索期を迎えることになる。 
 
②模索期 
 まず、Ｅさんはグループを一旦解消し、入力系のメンバーを含まないコラボレーション 
形式に転換した。最初のグループは「コアメンバー３人＋在宅スタッフが１０数名程度。 
ほとんどが入力系の方で、システム系は私を含めて２人のみだった」が、「当初組んだ方と 
は、考え方の違いから 3 ヶ月で一旦グループを解消した。私がもともとシステム開発＆Ｗ 
ＥＢ製作をやりたかったわけだから、私が代表をつとめる限りは私の専門分野に特化した 
かった。また、採算がとれないのにもかかわらず、慣れない入力業務のグループリーダを 
務めるのは、精神的に限界だった」と当時を振り返る。そして「再出発後は、実際に業務 
を発注していた人だけが残っている。現在のグループ構成は、システム系が私を含めて３ 
名（ほぼ専任）、ＷＥＢデザイナーが６名ほど（すべてコラボレーション）、営業代行が１ 
名（コラボレーション）である。非常にコンパクトな構成だが、このくらいが動きやすい 
と思う」とする。グループ活動には、ターゲット職種と人材の組み合わせが重要であるこ 
とを示したケースといえよう。 
 Ｇさんのグループの場合は、自治体からのＩＴ講習会の受注のため（出資金が少額（２ 
万円×５名＝１０万円）でも可能な）企業組合という形で法人格を取得したが、それは同 
時にグループメンバーの“原メンバー”への絞り込みという意味を持っていた側面もうか 
がえる。Ｇさんは「ワーカーグループＦのメンバーが増えて多い時は 15 名ほどになった 
が、県外の方など途中で仕事を投げ出すような人もいた。そんな時は徹夜してでも自分が 
仕事を完成させていた（もちろん忙しい時も、徹夜は多かった）」。企業組合の「メンバー 
は５名（内３名が理事）で、最初に仕事を手伝ってもらった幼稚園の母親仲間とほぼ同じ 
で、信頼関係が強い最初からのメンバーに戻った形である」とする。グループワークにお 
けるメンバー間の信頼関係の重要性を示した事例といえる。 
 Ｃさんの場合は、グループ活動を結局２年間で解消し、個人（インストラクター）とし 
て働くようになった。リーダー時のＣさんの仕事内容は「入力業務、営業、取りまとめが

中心」で、「他の方は受注した業務に集中し、営業はまったく行っていなかった」ため、Ｃ
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さん自身が「『メンバーのために常に仕事を得るために動かなくてはいけない』、『しかし、

いつも定期的に受注できるとは限らない』と悩んで、ストレスで精神的に参ってしまった」。

それに加えて、「①システム開発業務の責任の所在が不明になりがち（私なのか、開発業務

のリーダーなのか、開発者なのか）、②収入にムラがあり、生活が安定しない（１ヶ月必ず

約束された報酬がないので不安定）、③家族の介護など」の「グループ体制の問題や各メン

バーの家庭の事情が発生してきた」。これは他面では「a さんは介護のため思うように仕事

ができなくなったり、b さんはシステム開発に力を注ぎたい、c さんは安定した収入を求め

ている…など、お互い自分のやりたいことや目的がはっきりしてきた」ことを意味する。

そこで「メンバー全員で話し合った結果、今後はグループ単位での活動よりも、個人的に

動くことにした」のである。この事例は、リーダーの負担の大きさと、期間の経過ととも

に各メンバーの家庭事情や就業ニーズが変化してゆく場合があることを示しているといえ

よう。 
 以上、グループワークはすべてのケースが安定的・発展的ではなく、リーダーとメンバ

ー間の信頼関係確立のために模索の期間を経ることや、メンバーの事情やニーズの変化に

より解消というケースもあることがわかる。同時に、模索期にある各ケースともリーダー

は大きな悩みを抱えていること、またＣさんのグループでシステム開発業務の責任の所在

が不明になりがちという「グループ体制の問題」が発生したということなどを考えると、

次に、グループ活動におけるリーダーの役割やメンバーの役割分担についての契約など、

運営の実態について検討しておく必要がある。 
 
③グループの運営 
 グループ運営の実態について、「対外的な営業活動や発注者との契約」の側面と、「対内

的なリーダーとメンバーの関係」に分けてみてみる。まず営業活動も含め対外的な関係に

ついては、ほとんどの場合、リーダーが個人として担っている状況にあるといえる。 
先にも示したように、リーダーＣさんの仕事内容は「入力業務、営業、取りまとめが中

心」で、「他の方は受注した業務に集中し、営業はまったく行っていなかった」。そして「仕

事の依頼があると、私がクライアントの担当者に会って仕事内容などを伺い、見積もりを

出」し、「クライアントとの契約は「グループ名＋私の名前」で行っていた」という。Ｇさ

ん（グループＦの時代）も「仕事の依頼があると、コーディネート役の私が担当者のとこ

ろへ伺って打ち合わせを」している。またＡさんの場合も「発注会社との契約（守秘義務

なども含む）はリーダーである私が個人として行う（メンバーが担当する仕事も含めトラ

ブルが生じた場合などには、最終的に自分が責任をかぶる覚悟が必要である）」とリーダー

個人の責任を強調している。 
ただし、コラボレーションの場合は、基本は同じでも若干異なる場合もある。Ｅさんの

場合、「グループとして請けたものはすべて私が窓口になっている。つまり、私が責任者＆

契約者である」が、「コラボレートしている方が請けたものに関しては、下請けのような形

で入ることもある（もちろん、マージンをとってもらうようにしている）。我々の場合、グ

ループといってるが、実際は在宅技術者集団の“提携”である」という。 
 いずれにしても、グループとはいっても法人格がない場合は、基本的に仕事の契約者は

リーダー個人となり、すべての責任はリーダーが負っている。 
 一方、リーダーとメンバー間の関係（契約、仕事や報酬の配分）については、契約を基

本としているケース、一部の人とは結んでいるケース、全く結んでいないケースとがある。 
契約を結んでいるのはＥさんのグループである。Ｅさんは「SOHO グループの運営にお

いて重要と思われる点としては、メンバー間で『書類（特に契約書）をきちんと交わすこ

と』」としている。そして報酬配分は「私が窓口になっているものは、作業者から私に見積
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もりをだしてもらい、話し合い、決める。私が下請けに入る場合は、こちらから見積もり

を出す。そのうえで元の方に金額を決めてもらう」とし、メンバーとも見積もり・話し合

いを徹底している。 
 一部のメンバーとは契約を交わしていたとするが、グループＦ時代のＧさんである。「ご 
近所などの見知ったメンバーとは改めて契約書など交わさなかったが、サイトなどで応募 
してきた県外の方などとは名簿などの守秘義務、原稿紛失時の問題などに関する契約書を 
交わしていた」とする。なお受注後については「メンバー用のメーリングリスト（ＭＬ） 
に仕事の情報を掲載し、誰がどの部分の仕事をするか等はＭＬ内で決め」ていた。 
 契約を交わしていない（いなかった）のは、Ａさん、Ｃさんである。Ａさんは「私の場 
合、リーダーとメンバーの間で報酬・納期などの相談はするが、正式な契約を交わすよう 
なことはない。信頼関係があるし、契約書などというと腰が引ける人もいる」とする。報 
酬配分については、「リーダーとメンバー間で基本的に単価に差はつけない。ただし、仕事 
の出来具合によってメンバー間に多少の差をつけることはある」という。 
 Ｃさんも「メンバー間では契約書は交わしていなかった（契約書を交わすか交わさない 
かと初期の時点で話し合った結果、信頼感があるメンバー内ではあえて契約書を取り交わ 
す必要はないだろう、と意見がでたので、書類は交わさないことにした）」としている。 

そして「受注した後は、仕事の内容に応じて（プロジェクトの）リーダーを決めていた。 
例えばプログラム系の仕事だったら、メンバーの中でもプログラミングに精通している者

がリーダーとなって仕事を振り分けた（もちろんリーダー報酬はあった）」とする。契約書

を交わさないこととプロジェクト・リーダー制とが、前述のシステム開発業務の責任の所

在が不明になりがちといった問題につながったともみられる。ただし「報酬の分配につい

ては、～（中略）～クライアント提示額に従うケースが多いプログラム開発の場合、業務

を開始する前にリーダーと私で話し合い、実際にプログラムを組む担当者に報酬金額を提

示し了解を得てから仕事を始めていた」と十分な話し合いが行われていたようである。 
 いずれにして、子供関係やご近所同士のメンバーとは信頼感があり、あえて契約書まで

は必要ないという認識が強いようである。 
 
④メリット 
 ヒアリング結果からは、グループワーク・コラボレーションのメリットとして、以下の

ような点がうかがえる。 
第１は、自分自身で仕事確保が図れないワーカーにとっても、リーダーが仕事を確保し

てくれるため、在宅・SOHO ワークが行えることである。しかしこのことは逆に、リーダ

ー個人に大きな負担が掛かることも意味する。先にも引用したように、Ｃさんは「『メンバ

ーのために常に仕事を得るために動かなくてはいけない』、『しかし、いつも定期的に受注

できるとは限らない』と悩んで、ストレスで精神的に参ってしまった」。またＧさんも「今

後、５名の組合員の仕事をどう確保してゆくかが最大の課題である」としている。 
第２は、受注活動におけるＰＲ効果である。Ｃさんはグループ結成により、「マスコミに

注目され、新聞や雑誌等から取材を受けたことで、それほどの営業活動をしていないのに

名前が広まったこと。そうした記事を読んだ今までお付き合いの無かったクライアントか

ら大量の仕事を受注できたこと」をメリットの一つとして挙げている。ただし、ＰＲ効果

には功罪があり、Ｇさんのグループでは「ホームページ（ＨＰ）を出しているので、県外

の方から突然メールで見積もりを依頼されたりすることもあった。そういう時は、メール

や電話を何度もして確認してから仕事を進めるようにしていた」が、「代金を踏み倒された

経験もあり、現在は県外からの仕事受注には積極的ではない」としている。 
 第３は、企業からの在宅ワーク発注の規模や性格の変化への対応と、単価の確保という 
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側面もうかがえる。Ａさんはグループワークの理由として「近年、特に入力系の仕事に関 
しては、発注企業側も在宅ワーカーを単なる仕事の『お手伝いさん』から『アウトソーシ 
ング』の一環として扱うようになったため、発注単位が数千件～数万件と増えているから 
である」としている。同時にＡさんは「以前、仲介会社経由で仕事をした会社の担当者が 
その際の仕事振りを評価してくれて、私個人に直接、次の仕事の依頼をしてきたことがあ 
る。大量の名刺情報入力の作業で、仲介経由など通常のケースに比べて単価は５倍から 10 
倍、我々の作業ペースでみると時給 1,500 円～2,000 円程度となった。担当者の発注の考 
えは『安く上げる』ではなく『確実に信頼の置ける仕事』をして貰いたいということにあ 
ると思う（発注価格は仲介会社へ出すより高いかもしれない）」ともしている。 

またＥさんは「グループやコラボレーションによる受注活動の効果は大きい。東北地区

において特に顕著なのは、デザイン系での値崩れである。ＷＥＢデザインだけではとても

やってゆけないと思う。そういった点でも、システム系と組むと大きな案件を提案でき、

単価も上げられるので、ＷＥＢデザイナーさんからはよく声がかかる」とし、異職種人材

の組み合わせの効果を強調する。 
 ただし単価面に関しては、効果を生まない場合もある。Ｃさんによるとグループとして 
出す見積もりは「文字入力、テープ起こし等はこちらの見積額で通ることが多かったが、 
プログラム開発は、クライアントが提示した金額で受けるパターンが多かった」。 
また単発的なグループワークは却って単価を大きき下げるケースもあるようだ。主婦向 

け在宅ワーカーサイトの運営リーダーもしているＡさんによると、「求人掲示板でみるグル

ープメンバー募集に『単価で仕事を選ばない方』という文句がよく見られる。しかしこれ

が最近悪用されているようで、悲惨とも言える超低単価の名刺・名簿入力の仕事のケース

がそんな中から出てきている。それでも『ただじゃないから』と受注される方がいるよう

である。メンバー登録の際、その文句を一応了承して入るものの、仕事が来てみたら安い、

でも今さら単価が安いからと言って断れない、そのため泣く泣く仕事をする人が、最近増

えつつあるような気がする」という。 
第４のメリットは、メンバーの負担の軽減や家庭事情などで仕事への対応に困った時の

助け合いである。Ａさんは「私のグループではまだまだ子育て真っ最中の方が多いので、

一人で出来る仕事を二人でシェアして負担を軽くする方法をとっている。確かに報酬面で

は少し低くなるが、余裕をもって仕事をし、正確に入力することでクライアントから信頼

を得るようになり、仕事量の増加と単価の向上につながった」としている。またＣさんは

「子供が、本人が熱を出した、入院したなど、予想つかない事態が発生した時に、お互い

助け合いながら仕事に穴を開けることなく納品できたこと」を挙げている。 
ただし、この点についてはグループの性格によってやや事情は異なるようである。コラ

ボレーションのＥさんのグループの場合、「お互いの負荷を軽くするためにグループで請け

ていると思われる方がいるが、そうではなく、個々の力を結集して大きな成果を出すため

に組んでいるのである。気軽な気持ちで在宅の仕事を始めた方には時々悩まされる。結局

は、責任感の強い人が残る」としている。 
 こうしてみてくると、女性の在宅・SOHO ワークの形態として、グループワークは様々

なメリットを有しているが、その体制や運営に問題があると、メリットが活かされず、場

合によってはマイナス効果が生まれることがわかる。そこで、最後にグループワークが効

果的に機能するための課題について考えてみよう。 
 
⑤課題 
 グループワークやコラボレーションが上手く機能する条件に関しては、ヒアリング対象

者のＡさんとＥさんが経験に基づく見解を示している。 
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まずＡさんは「グループワークはリーダーとメンバー間の信頼関係が基本といえる。ま

ずリーダーは、メンバーのスキルとスケジュールをきちんと把握し、メンバーに無理させ

ないように作業を割り振ること、他方メンバーは、リーダーに頼りきらず、管理などリー

ダーの大変さを理解してあげること、が重要と思う」とし、現実的には「グループリーダ

ーさんたちの会合に出たりすると、うまくいっていないケースも少なくないのかと感じる

ことも多い」と指摘している。 
 次にＥさんは「SOHO グループの運営において重要と思われる点としては、メンバー間

で『書類（特に契約書）をきちんと交わすこと』、『見積もりはきちんとしておくこと』、『リ

ーダに従うこと』、『リーダはマージンをきちんと取ること（そうでないと破綻する）』、『な

るべく特定の人に負荷がかからないようにする（バランスが大事）』などである」とすると

ともに、苦労する点としては「スケジュール管理」を挙げて「やはり皆さん何かしらの事

情があって SOHO をしている方が多いし、最小の人数で回しているものだから、『他業務

の都合』だったり『家庭の事情』だったりで、誰もスケジュールの都合がつかない！とい

うときがある。そのような場合、どうしてもリーダが抱え込んでしまいがちだが、それで

は体がもたないので気をつけること。無理を言えない関係は破綻する」としている。 
 二人の指摘には、共通している点と、各々のグループの性格を反映した相違点があるよ

うに思われる。共通している点は、リーダーとメンバー間の具体的な信頼関係であろう。

リーダーはメンバーの能力やスケジュールなどをよく把握し無理をさせない、逆にメンバ

ーもリーダーの負担の大きさ（したがってマージンの必要性）を理解し頼り切らない、と

いうことであろう。そして限界的な状況のもとで“あ・うんの呼吸”を発揮できるかどう

か、それが究極的な信頼関係ともいえる。 
 なおグループワークという形態とは異なるが、シンクタンクからプロジェクト単位で仕 
事を請けているＢさんも、発注者やチームメンバーとの信頼関係の重要性を指摘している。 
「縁のあるシンクタンクから仕事を請けるのは、結局、その組織の仕事への姿勢や業務の 
流れをよく知っているからである。かつての仲間の間では、共有しているノウハウが多く、 
仕事のやり方を敢えて新しくインプットしなくても、様子がわかっているので、円滑に仕 
事を進めることができる。要は『話が早い』のである」、「チームメンバーと自分の分担業 
務が、あ・うんの呼吸で連結していないと、アウトプットの出来や委託元との関係にもひ 
びく。場所が離れていればこそ、互いを理解し合った上で仕事を進めていくということが、 
相互にアウトプットの質を保証していくことにつながり、危機管理・トラブル回避の面か 
らも極めて重要な要素となる」としている。 
 逆にＡさんとＥさんとで違いがみられるのは、リーダーとメンバー間で「契約書」を交

わすかどうかという点である。Ｅさんの場合は、コラボレーションという形態の性格もあ

り、メンバーとの間でも見積もりも含めて契約書をきちんと交わす必要性を強調している。

しかし、Ａさん以外のグループも含め、子供関係やご近所同士のメンバーとは、契約書ま

では必要ないという認識が強いのも現実である。しかし、何度も引用するがＣさんのケー

スのように「システム開発業務の責任の所在が不明になりがち（私なのか、開発業務のリ

ーダーなのか、開発者なのか）」だったのは、報酬の話し合いはあったにせよ、契約書的な

ものがなかったことに起因するかもしれない。 
 こうして考えてみると、子供関係の知り合いやご近所同士のメンバーであっても、正式

な契約書とまではいかなくとも、スケジュール管理の問題も含めて、仕事全体の概要や各

人の役割分担，納期などを示すような書類によってリーダーと関係メンバーが合意してお

くような手続きが必要とはいえないであろうか。そして、グループリーダーの役割の大き

さを考えると、リーダー間の交流や彼女たちを対象とした研修も効果的と考えられる。 
また、Ｅさんはグループメンバーとして、「昔ＳＥをやっていて出産と同時に辞めていた
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けれど、子育てが一段落して仕事に復帰したいという方を集めたい」、「働きたいのに働け

ない、そんな女性（に限ったことではないとも思うが）に仕事をする機会を提供できたら」

と思っているが、「でもなかなか発掘できないし、発掘できても家庭の事情で結局断念せざ

るを得なかったりとか。少子化問題と根は一緒で、社会全体の支援が必要だと痛感してい

る」としている。スキルと意欲を持った女性がグループワークに加わることを阻害してい

る要因やその解決策を調査・検討していく必要があろう。 
なおＡさんは、「グループワークを行うことにより、他のメンバーに報酬を回し、自分の 

収入調整（年１３０万円）に役立つ面がある」としている。これはグループワークのメリ 
ットというよりは、雇用労働者のパートタイマーと同様の収入調整問題が在宅・SOHO ワ 
ーカーにも存在していることを示している10。夫が雇用労働者の妻の労働供給を阻害しな 
い方向での社会保険制度（年金・健康保険）の改革が必要とされる。 
 
（２）登録会社 
 今回のヒアリングではＨ社とＫ社、２社の在宅・SOHO ワーカー登録会社を対象として

いる。この２社は前回のヒアリング（1999 年）でも対象として、その時点での比較分析11

も行っているが、ここではその後の発展状況も含めて両者の比較を行い、特に女性在宅・

SOHO ワーカーにとっての登録会社の意義について検討する。 
 
①２社の実態 
 両社には似通った側面と異なった側面とがみられる。似通った側面としては、第１に、

既に指摘したように、ともにグループワークから発展したことである。ただし、Ｈ社は社

長Ｉさんが元の勤務先の職場の同僚に仕事を依頼したことから始まった“メンバー固定的

なグループワーク”から発展したのに対して、Ｋ社の場合は、大量の仕事を受注したＬ代

表がネットサイトでメンバーを募って対応したという“一時的なグループワーク”から事

業化を思い付いたという経緯に関しては異なっている。 
 第２の似通った側面は、受注した仕事は基本的にＨ社の場合はチーフ、Ｋ社の場合はリ

ーダーと呼ばれるワーカーを中心にプロジェクト的に行われることである。チーフ＆リー

ダーはプロジェクトメンバーへの仕事割り振りや進行管理、クライアントとの連絡調整業

務などを行う。このことは、登録会社内においてチーフ＆リーダーが、クライアントと在

宅・SOHO ワーカー間のコーディネーターの役割を果たしていることを意味している。こ

れはグループワークからの発展をベースとし、それにおけるリーダーの役割を反映したも

のと考えられる。なお、営業活動の実施やクライアントへの最終責任の所在（登録会社）

に関しては、グループワークのリーダーとは異なる点もある。 
ただしチーフ＆リーダーのあり方については、両社で異なる面もある。Ｈ社のチーフは

固定的な位置づけではなく、あくまでもプロジェクト単位のものでしかない。あるプロジ

ェクトではチーフを務めるワーカーも、別のプロジェクトではプロジェクトの１スタッフ

にもなる。一方Ｋ社では、リーダーワーカーは約 15 人の固定的なメンバーが専任で当た

っている。 
他方、両社の運営実態で最も異なった特徴は、スタッフ・メンバーの登録と仕事供給に

ついての基本的スタンスである。両社とも売上げは約１億円の水準であるが、Ｈ社は会社

の受注量や応募者の能力などを勘案して厳しい登録選考（90 人強）とその結果としての相

                                                  
10 厚生労働省「平成 13 年度情報通信機器の活用による在宅就業実態調査」によると、女性在宅ワーカー

の 68.1%は年収 150 万円未満にとどまっている。 
11 神谷隆之（2001）「先端職場（e-work）の変化―在宅ワークのチーム化」『日本労働研究雑誌 No.498』 
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対的に高い仕事供給を目ざしているとみられるのに対して、Ｋ社では登録者は幅広く受け

入れる（２万人強）結果、リーダーワーカーを別にすれば月単位の仕事供給率（総登録者

のうち仕事発注を受ける者の割合）は２～３％と低い水準となっている（４年前の約１割

に比較しさらに低下）。つまり、Ｈ社はワーカーとの強い関係の登録制度を指向しているの

に対して、Ｋ社は（リーダーワーカーを除き）ワーカーとの弱い関係の登録制度となって

いる。これは先に示したように、グループワークから出発しながら、当初からその性格は

やや異なっていたことを反映していると考えられる。 
 

②マネジメントの基本理念と方向性 
 ヒアリング対象の登録会社２社では、かなり異なった運営実態にある登録制度となって

いることをみたが、1999 年時点でのヒアリング結果と比較すると、両社ともその特徴を

益々強める方向で発展しているとみることができる。 
 すなわち、まずＨ社は、個人では力を出し切れない各 SOHO ワーカーがチームとして

大きな力を発揮出来るようにするためには、如何に各 SOHO をマネジメントすべきかと

いう視点から“ネットオフィス”というコンセプトを掲げ、「会社で働き続けたかった人た

ちを対象とし、インターネット上で会社員と同じような仕事が出来る」ような在宅・SOHO
ワーカーのための登録会社づくりを目ざしている。 
具体的には、インターネット上のネットオフィスに“人事部”（参加申請者の採用選考や

メンバー契約に関してのフォロー業務などを担当）や“教育システム部”（【教育】をはじ

め【社内広報】、【親睦活動実施】、【福利厚生】などを担当）等を設け、まさに実在する会

社と同様の人材関連組織をネット上に立ち上げている。ワーカーとの強い関係の登録制度

を深化させているともいえる。なお「ネットメンバーが人事部や教育システム部などの仕

事をした場合も、当然、報酬を支払うが、その原資は総売上の中から一定額をプールして

充てている」としている。 
 これに対してＫ社では、「これを上げるのも課題」とされつつも、先に示した月単位２～

３％の仕事供給率は、４年前の約１割と比較しさらに低下している。また営業面に関して

は「営業代行の男性２名が増えた」、「リーダーが独自で受注し登録者に割り振って、とい

う形の私（Ｌ代表）の知らない仕事も増加している。営業代行のメンバーが直接受注する

仕事も、私はわからないものが多い」、「今は営業の育成に力をいれている。今後は『レッ

プ』という米国の組織を勉強してとりいれたいと考えている。すなわち、営業面で個人代

理店的な要素の人を組織化して行きたいと思っている」など、登録者との弱い関係ととも

に、営業面では代行・代理的な関係で事業拡大を図る方向性が見て取れる。なお、Ｋ社の

「登録者の男女比は６対４で男性の方が多い」状況にある。 
以上のように、僅か２社の事例の検討でしかないが、単に登録会社、登録ワーカーとい

ってもその性格には大きな違いが存在する可能性がうかがわれる。また、Ｋ社のリーダー

ワーカー（クライアントとの打ち合わせや営業などで外回りも多いので、SOHO とは言え

ても在宅とは言えない面がある）のように、同じ会社の登録ワーカーの中での性格の違い

も存在する。 
在宅・SOHO ワークを女性の就業継続の視点から見た場合、Ｈ社の事例が意味深い。Ｈ

社の「会社で働き続けたかった人たちを対象とし、インターネット上で会社員と同じよう

な仕事が出来る」ことを目ざすコンセプトは、妊娠出産や夫の転勤などで退職を余儀なく

された労働者にとって、就業継続の大きな可能性を示しているといえる。 
 
６ まとめと政策的含意 
 本稿のまとめとして、ヒアリング調査などに基づく検討を整理するとともに、女性の就
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業継続の観点から、在宅・SOHO ワークに関する政策的含意と今後の検討課題を提示する。 
 
（１）雇用継続に対する在宅・SOHO ワークの位置づけ 
 
①雇用継続のための条件整備の重要性 
 本稿では主に出産・育児期の女性を対象に、就業継続の視点から在宅・SOHO ワークの

実態を検討した。その結果、出産や育児で勤務先を退職した女性にとって在宅・SOHO ワ

ークという就業形態が、ブランクをおかずに就業を継続する手段となり得ることが明らか

になった。 
 しかし、在宅・SOHO ワークについての検討の整理の前に指摘しておかなければならな

い点がある。それは女性が働き続けるためには、まず雇用継続のための環境がより整備さ

れることを基本に考える必要性である。その上で在宅・SOHO ワークは、家庭生活とのバ

ランス、自分が続けたい職種やフリーな働き方という観点から、選択肢の一つとして位置

づけられるべきである。 
このことをワーカー側から指摘しているのが「育児期間中は職場の目や声はなるべく気

にせず、育児休業などの支援制度も大いに活用しながら、とにかく会社員として働き続け

ることを含めて、働き方の選択の幅をより広く考えることが重要と考えている」とするＪ

さんである。また、そのＪさんがメンバーである登録会社 H 社の「会社で働き続けたかっ

た人たちを対象とし、インターネット上で会社員と同じような仕事が出来る」ことを目ざ

すとするコンセプトは、在宅・SOHO ワーカーの中に雇用継続希望者が少なくないことを

示している。いずれにしても、育児休業や短時間勤務などが実態として雇用継続に寄与す

る条件整備が求められている。 
 また、出産・育児期などに一時的に在宅・SOHO ワークや在宅勤務を行った上で、職場

に復帰することも、勤務継続に効果的と考えられる。しかしヒアリング事例からは、仮に

勤務復帰や在宅勤務の継続が可能であっても、専門職の場合には、それまでの勤務キャリ

アを活かしつつ、組織への帰属にこだわらず仕事内容などを優先できるワークスタイルを

求めて、在宅・SOHO ワークが選択されている側面がうかがえる。ただしこの場合、専門

職で「元来の独立志向」、「家庭や家族の事情で転居が重なる」などの特別な事情が存在し

ていたともみられる。 
したがって、こうした条件が存在しなければ、女性の勤務継続にとって、育児期間に対

応した在宅勤務制度や再雇用を前提にした在宅ワーク制度が大きな意味を持つものである

ことを否定することは出来ず、その普及促進が必要といえる。 
 
②夫の転勤への対応 
結婚した女性が勤務継続を欲しながらも、勤務先を退職し在宅・SOHO ワーカーになら

ざるを得ない、または選択する理由の一つとして、出産・育児の他に「夫の転勤」が挙げ

られる。ヒアリングからは、転居先の支店への配属や在宅勤務など雇用継続への妻の会社

の努力もみられるが、夫の勤務地が転々とすると勤務継続の限界は大きくなる。このため、

転居しながらも（一定の職種に限定されるが）同じ仕事を継続してゆくには、在宅・SOHO
ワークが選択肢として大きなメリットを持っている。 
 
（２）家庭（特に育児）との両立 
 
①育児外部化の必要性 
在宅・SOHO ワークは自宅で働くからといって、それだけで仕事と育児が両立する訳で
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はない。通勤時間が節約でき、就業時間帯の自由度が高い点を除けば、育児期間中の就業

には基本的に育児の外部化（保育園や、場合によってはベビーシッターの利用）が必要と

されることは、出勤勤務と同様といえる。 
 保育園の利用に関しては、大都市部を中心になお多くの待機児童が存在する現状では、

まず入園枠の拡大を図ることが基本であるが、当面は入園申請に際して、出勤労働者と在

宅・SOHO ワーカーが就業の場所ではなく、どの程度働いているかという側面から均等に

取り扱われることが重要といえる。また、発注会社もワーカーの求めに応じて「業務委託

証明書」のようなものを交付していくことが求められる。さらに、いわゆる準認可園に多

様な育児ニーズへの対応が期待される。 
 
②夫の育児参画の必要性 
 妻が在宅・SOHO ワークを行っていても、決して夫が育児責任を免れるものではない。

在宅・SOHO ワークが“育児は女性の役割”という従来からの固定的な観念を助長するも

のであってはならないといえる。妻が出勤勤務者の場合と同様に、夫の積極的な育児参画

が求められよう。 
育児・介護休業法においては、配偶者の「一週間の就業日数が２日以下の場合」は常態

として子供を養育できると認められ、産後８週間の期間を除くと労使協定で育児休業の適

用から社員を除外できることになっている。在宅・SOHO ワークは受注量の変動が大きく、

週の就業日数や 1 日の就業時間が不安定な傾向が強いため、上記の基準の運用において妻

が在宅・SOHO ワークを行っている夫が不利に取り扱われることがないような配慮が必要

といえる。もちろん労使協定による除外の範囲を縮小・撤廃していくことも重要である。 
 
③健康管理の促進 
就業時間の実態をみると、末子が３歳までの時期が特に育児との両立の負担が大きく、

保育園の活用もそうした年齢層の子供を対象に考える必要がある。また、そうした層に限

らず在宅・SOHO ワーカーは、ＶＤＴ作業が中心で不規則な就業を行っているにも係わら

ず健康診断を受けていない傾向が強い。例えば、在宅・SOHO ワーカーのための健康診断

制度など健康管理支援策の検討も必要であろう。 
 
（２）キャリア発展 
 
①多様な“ワーク・ポジション” 
 在宅・SOHO ワーカーは基本的には自営業者であるが、ワーカーの継続年数・成長とと

もに「発注者との関係」は、対“１社”の場合だけでなく対“複数社”の状況も生まれて

くる。また対“会社”の場合もあれば、対“個人”の場合もあるといった具合に、「１つの

会社からだけ受注」という単純な図式に一元化出来なくなり、多面的な性格のワーカーが

混在する状況がみられる12。 
そこで「受注先の数」と「他の在宅・SOHO ワーカーとの関係」を軸に、自営業者とし

ての性格を“ワーク・ポジション”と呼んでタイプ分けしてみると、単独の発注者から受

注する「依存型」、複数の発注者から受注する「フリーエージェント型」、自分で受注した

仕事をグループメンバーとともに行う「グループリーダー型」、そしてワーカー登録会社を

経営する「組織マネジメント型」の４つのタイプが見出せる。 

                                                  
12 神谷隆之(2003)「在宅ワーカーの受注先複数化の意義及び時間当たり収入への影響要因」『在宅ワーカ

ーの労働者性と事業者性』（JIL 調査研究報告書 No.159） 
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 このことはまず第１に、在宅・SOHO ワークという就業スタイルが、様々なタイプにキ

ャリアを発展させる機会を提供できる可能性を示している。 
第２は、在宅・SOHO ワーカーは極めて多面的な性格を持ったワーカー集団であるとい

うことである。在宅・SOHO ワークは基本的には個人で自分の仕事を確保する自営業の性

格が強いが、営業能力や管理能力も有するワーカーはグループワークのリーダーや、場合

によっては登録会社の経営者に成長するケースも有りうることを示している。逆にみれば、

ワーカーグループや登録会社にメンバーとして加わることにより、自分では仕事確保を行

わなくても在宅・SOHO ワークを行うことも可能となる。 
第３に、在宅・SOHO ワーカーの多面性が、労働政策の観点からは微妙な問題をはらん

でいる。すなわち、どの範囲のワーカーを労働政策の対象と設定してゆくかという問題で

ある。特に、フリーエージェント型、グループリーダー型やそのメンバーとの関係などが

曖昧な領域といえる。  
 
②能力開発の主体 
彼女たちが現在のポジションを得るまでにどのようにして職業スキルのレベルアップと

拡大を図って来たかについては、（成功事例中心の対象数が少ないヒアリングという性格も

あるが）各対象者共通に勤務経験をベースとした自己研鑽という特徴が指摘できる。能力

開発支援は発注者ベースではなく、あくまで個人ベースの取り組みを如何に支援していく

かという視点が重要と考えられる。そしてワーク・ポジション（「グループリーダー型」な

ど）によっては、求められる能力は最新のコンピュータ・スキルにとどまらず、営業力、

管理力、企画力などに及んでいる。 
 
（３）グループワークやワーカー登録会社 
 
①グループワーク・コラボレーション 
女性の在宅・SOHO ワークの形態としてグループワークやコラボレーションは、大きな

仕事や複数職種の人材を必要とされる仕事の受注、営業活動が出来ないメンバーへの仕事

供給、メンバー間での負担の分散など、様々なメリットを有しているとみられる。しかし、

その体制や運営に問題があると、メリットが活かされず、場合によってはグループメンバ

ーの組み替え、解散などのマイナス効果が生まれることがわかる。 
グループ活動における基本はリーダーとメンバー間の具体的な信頼関係にあるとみられ

る。リーダーはメンバーの能力やスケジュールなどをよく把握し無理をさせない、逆にメ

ンバーもリーダーの負担の大きさ（したがってマージンの必要性）を理解し頼り切らない、

ことが各々重要である。しかし実態としては、特にリーダーへの負担の大きさが目立つ傾

向にあり、政策的には先に（２）の②で示した多様なスキル取得なども含めてグループリ

ーダーに対する交流機会の提供や研修等の支援策が必要と考えられる。他方、スキルと意

欲を持った女性がグループワークに加わることを阻害している要因やその解決策を調査・

検討していく必要もある。 
 対象数が少ないヒアリング調査のため今後一層の実態把握が必要であり、断定的なこと

は言えないが、リーダーとメンバー間の仕事のやりとりに関しては、保育園などの子供関

係やご近所同士のメンバーとは、契約書までは必要ないという認識が強い傾向にある。し

かし正式な契約書とまではいかなくとも、グループ活動を円滑に継続するためには、スケ

ジュール管理の問題も含めて、仕事全体の概要や各人の役割分担、納期などを示すような

書類によってリーダーと関係メンバーが合意しておくような手続きが必要と考えられる。 
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②ワーカー登録会社 
 登録会社に関しては、今回の調査ではたった２社のヒアリングであり、これこそ今後一

層の実態把握が必要である。ただし、女性の就業継続の視点から見た場合、「会社で働き続

けたかった人たちを対象とし、インターネット上で会社員と同じような仕事が出来る」こ

とを目ざすコンセプトを掲げた登録会社の発展は、出産・育児や夫の転勤などで退職を余

儀なくされる女性労働者にとって、在宅・SOHO ワークの大きな可能性を示すビジネス・

モデルとみられる。 
 
（４）ガイドラインの評価と見直しの必要性 
以上、女性の就業継続の視点から在宅・SOHO ワークについて、「家庭（特に育児）と

の両立」、「キャリア発展」、「グループワーク・ワーカー登録会社」の側面からの検討を整

理した。その結果、①育児との両立のためには育児の外部化や夫の参画が不可欠であるこ

と、②キャリア発展は多面的な性格の在宅・SOHO ワーカーを生み出していること、③能

力向上は基本的に自助努力によるものであること、④グループワークは様々なメリットと

ともに運営の不安定さを抱えていること、⑤インターネット上で会社員と同じような仕事

ができることをコンセプトとする登録会社の発展事例がみられること、などが明らかにな

った。 
厚生労働省は、紛争の未然防止などを目的に、在宅ワークの仕事を注文する者が在宅ワ

ーカーと契約を締結する際に守るべき最低限のルールとして、2000 年に「在宅ワークの適

正な実施のためのガイドライン」を策定し周知を図っているが、そのガイドラインでは契

約条件の文章明示や契約条件の適正化について規定されている。 
在宅・SOHO ワークは労働者性と事業者性を併せ持った、雇用労働と独立的な自営就業

の中間的な存在である。そうした働き方のうち製造工程職種を対象としては、家内労働法

により雇用労働者保護に準じる措置が講じられてきたが、情報サービス職種といえる在

宅・SOHO ワークに関しては、その枠外に置かれていた13。ガイドラインは、こうした労

働行政の“エアポケット”ともいうべきワークスタイルの領域に、限定的ではあるが政策

的対応の端緒を開きつつ、情報化に伴う雇用労働と自営就業の境界の曖昧化という大きな

潮流の中での政策対応の方向を示した点において、大きな意義を有している。同時に、参

考例としてモデル契約様式を示すことにより“契約主義”を規定の中心に据え、「フリーエ

ージェント型」にも対応できるなど在宅ワーカーと発注者の関係を契約単位で捉える発想

を打ち出している点も高く評価できる14。 
 しかしながら規定の細部をみると、例えば納期の設定に際して「通常の労働者の１日の

労働時間（８時間）を目安とすること」や「注文者は～（中略）～能力開発機会を付与す

ることが望ましいこと」など、発注者への規制や発注者を通じた措置が中心の枠組みとな

っている。しかし、在宅ワーカーの就業時間や健康の管理、能力開発などに関しては、ガ

イドラインにおいてまずワーカー自身の自己責任・自助努力という基本方針を示し、それ

を発注者や行政が如何に支援していくかというワーカー側からのアプローチの枠組みを 
設定していくことが必要と考えられる。 
またグループワークやコラボレーションのように、リーダーワーカーは“受注者である

とともに発注者”といった多面的な性格を有するとともに、リーダーとメンバーの間が場

合によっては不明確な関係になるおそれがあるようなワークスタイルをも視座においた規

                                                  
13 なお現行制度の運用上、フロッピーディスク等の提供又は受渡しを受けて、原稿を当該フロッピーデ

ィスク等に入力し、それを納入する場合、家内労働法上の「家内労働」に該当する。 
14 モデル様式では、成果物の不完全や納入の遅れがあった場合の取り扱いについて記入欄が設けられて

いるが、発注者による仕様の変更の場合の取り扱いについての記入欄の必要性も指摘できる。 
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定も検討する必要があろう。さらにこうした枠組み転換にあわせて、「主として他の者が代

わって行うことが容易なもの」として基本的に入力系15に限定されているガイドラインの

対象職種に関しても、情報化の潮流に応じて情報サービス職種全般に拡大していくことが

必要といえる。 
 

（５）今後の研究課題 
 すでに何回も指摘したように、今回の研究はヒアリング対象がわずか８人の小規模な調

査をもとにしている。成功事例だけでなく失敗事例も含めた、またグループワークやコラ

ボレーション、登録会社の対象を増やした継続的な調査研究が必要である。 
また今回は検討の対象とすることができなかったが、例えば、以前の勤め先から勤務時

と同様（パソコンによる書類作成）の仕事を依頼され１日４時間ということで引き受けた

C さんが「報酬は時間給だったが、現実には４時間で仕事が収まらないときもあり、また

仕事内容は勤務時と同じなのにその時と比べて時間給は下がり、この点は正直なところ不

満だった。どちらかといえば、出来高制のほうが納得できた」と指摘し、プロジェクト単

位で調査研究の仕事を請けているＢさんが「アウトプットにきちんと報酬がついてくれさ

えすれば。結局、問題はそこである」と訴えているように報酬制度・水準の問題や、（若干

の問題提起を行った）社会保険の適用問題など、労働条件に関する研究が残された大きな

課題である。 
 さらに在宅・SOHO ワーカーとして出発しながら、現状では、例えばＧさんが「私自身

は家で仕事をすることはなくなった。ほとんどが営業活動、インストラクターなどの外回

りの仕事である。他のメンバーも含めて、イントラネットなどの関係で会社に出向いて入

力などの仕事を行うことも増えている。需要の変化や子どもの手離れなどで、実態として

『在宅 SOHO』ではなくなりつつある」と指摘するように、短期の業務委託社員的な実態

もみられ、そうした観点からの実態把握も必要といえる。 
 なお、こうした課題を中心に、本研究は今後も継続的に行っていく予定である。 
 
 
＊ヒアリングに際し全面的なご協力を賜った多くの関係者の方々、及び査読に当たり極めて有益なコメン

トをいただいた跡見学園女子大学マネジメント学部亀山直幸教授に、この場を借りて深く感謝申し上げた

い。 
 

                                                  
15 何故かホームページ作成は含まれている。 


